
事務部用度施設課 ㈱日立プラントサービス 緊急の必要により競争に付すること
ができないため。

（日本赤十字社会計規則施行細則
35条第11項に該当）　

予定価格が250万円を超えない工事のた
事務部用度施設課 日本空調サービス㈱ め。

（日本赤十字社会計規則施行細則
35条第1項に該当）　

事務部用度施設課 ㈱彈建設 早急な工事が必要であるため。

（日本赤十字社会計規則施行細則
35条第11項に該当）　

平成30年4月24日 4,320,000患者指導室設置工事
高槻市阿武野1-1-1

大阪府高槻市氷室3-33-1

平成30年4月16日 1,188,000医事課事務所エアコン設置工
事

高槻市阿武野1-1-1
大阪府箕面市船場東2-4-56

平成30年4月2日 8,478,000受水槽揚水ポンプ他配管更新
工事

高槻市阿武野1-1-1
大阪市北区本庄西2-21-4
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